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答 申

１ 審査会の結論

長崎県知事が「平成１３年度、平成１５年度及び平成１６年度○○漁業協同組

合検査書」について平成１７年２月１日付けで行った部分開示決定により不開示

とした部分のうち、次に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分につい

て不開示としたことは妥当である。

・平成１３年度○○漁業協同組合検査書のうち、

第３ 主要指摘事項 １（２ 、２、４）

２ 不服申立て（異議申立て）に至る経過

(1) 異議申立人は、平成１７年１月２１日付けで、長崎県情報公開条例（平成１

３年長崎県条例第１号。以下「条例」という ）第６条第１項の規定により、。

長崎県知事（以下「実施機関」という ）に対し 「○○漁業協同組合におけ。 、

る水産業協同組合法第１２３条第４項に基づく検査書（Ｈ１２～Ｈ１６ 」の）

開示を請求（以下「本件開示請求」という ）した。。

(2) 実施機関は、平成１７年２月１日付けで、条例第７条第１号及び第２号に該

当するという理由により、個人の氏名や検査指摘事項などに係る部分を不開示

とする部分開示決定（以下「本件処分」という ）を行い、異議申立人に対し。

て、その旨を通知した。

(3) 異議申立人は、平成１７年４月４日付けで、本件処分を不服として、行政不

服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく異議申立て（以下「本件異議

申立て」という ）を行った。。

３ 異議申立人の主張の要旨

異議申立ての趣旨は 「本件処分を取消すことを求める｡」というものであり、、

異議申立人の主張を異議申立書及び意見書により要約すると、おおむね次のとお
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りである。

(1) 検査の結果が公にされると 「検査の対象となる漁業協同組合（以下「漁、

協」という ）から協力が得られないことも予想される 」というが、当該漁。 。

協は常例検査を拒むことができるのか。

(2) 検査の結果が公にされると 「漁協の利益等に多大な影響を及ぼす 」とい、 。

うが、これは、漁協（執行部）サイドに立った見解であり、漁民の一人一人の

不利益を考慮に入れていない。

(3) 検査の結果が公にされると 「検査書の作成に際して率直な認識や意見を表、

明することにつき、萎縮して消極的になるようなことも考えられる 」という。

、 。が それならはじめから常例検査はしなくてもいいのではないかと考えられる

(4) 平成１１年１２月９日付 ○○漁協への検査書の中で、｢事業管理費につい

ては、施設整備による減価償却費の負担増と雑費、接待交際費が計画を上回っ

ている 」という指摘がなされている。開示してもらいたいのは、この事業管。

理費の項についてであり、組合の取引先、融資先の個人名、特定の法人と当該

漁協との金融取引に関する情報及びこれら取引先法人の信用状況に関する評価

は開示する必要はない。

(5) 平成１７年までに１０億円近い設備投資がなされ、過去の決算において赤字

を出し、繰越欠損金を計上している。漁民の一人として 「何が原因で多大の、

赤字が現出したのか 「常例検査は機能しているのか 「国民の知る権利が。」 。」

何故に履行出来にくいのか 」という三点を考慮に入れて意見書を提出した。。

４ 実施機関の主張の要旨

実施機関の主張は、理由説明書及び意見陳述により要約すると、おおむね次の

とおりである。

(1) 本件開示請求に係る公文書について

本件開示請求は、県が水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１
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２３条第４項に基づき、当該漁協の適法かつ健全な運営の確保のため、業務又

は会計の状況を検査し、この検査の結果に基づき、改善が必要と認められる重

、 。要な指摘事項等を記載して 当該漁協に対して交付した検査書についてである

開示請求書には 「 Ｈ１２～Ｈ１６ 」と記載されているが、当該漁協に係、（ ）

る上記検査は、平成１２年度から平成１６年度の間では、平成１３年度、平成

１５年度及び平成１６年度において行われており、この３カ年度の検査書を本

件開示請求に係る公文書（以下「本件公文書」という ）と特定した。。

(2) 条例第７条第１号の該当について

本件公文書に記載されている当該漁協の取引先及び融資先の個人名は、条例

第７条第１号に該当する。

(3) 条例第７条第２号の該当について

本件公文書に記載されている当該漁協の組織管理や経営内容に関する情報

等､ 特定の法人と当該漁協との金融取引に関する情報及びこれら取引先法人

の信用状況に関する評価は、公にされると当該漁協及び取引先の権利、競争上

、 。の地位その他正当な利益を害するおそれがあり 条例第７条第２号に該当する

(4) 条例第７条第５号の該当について

水産業協同組合法第１２３条第４項に基づく検査においては、資料の提出や

事情聴取にあたっての強制力に一定の限界がある。このため、検査員は当該検

査の結果が公開されないという認識のもと、漁協との一定の協力関係を保ちな

がら、資料の提出や事情聴取などを求め、検査を行っている。従って、検査の

結果が公にされれば、今後、検査の対象となる漁協からの協力が得られないこ

とも予想され、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

また、漁協の信用に関する情報が公にされると、当該漁協の利益等に多大な

影響を及ぼすだけでなく、農林水産系の系統組織における信用事業のシステム

の安定性が動揺する可能性もあると認められる。検査員は、このような情報が

公にされた場合の影響の大きさを懸念して、検査書の作成に際して、率直な認

識や意見を表明することにつき萎縮して消極的になるようなことも考えられ、

検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

これらのことから、検査の結果、明らかとなった当該漁協の組織管理や経

営内容に関する情報は、条例第７条第５号に該当する。
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５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件処分について、条例の趣旨に照らし審査した結果、以下のよ

うに判断する。

(1) 本件公文書について

本件公文書は、実施機関が説明するように、実施機関が、水産業協同組合法

第１２３条第４項に基づき、平成１３年度、平成１５年度及び平成１６年度に

○○漁業協同組合の業務又は会計の状況を検査し、その結果に基づき、改善が

必要と認められる重要な指摘事項等を記載した当該漁協に係る検査書であると

認められる。

これらの検査書は、次に掲げる内容で作成されている。

① 検査の要領

② 総評

③ 主要指摘事項

④ その他の指摘事項

⑤ 自己資本勘定の分析表

総資産の自己査定の正確性の表

財務処理基準令等適合状況（平成１３年度に限る ）の表。

水産業協同組合法施行令等適合状況（平成１５年度及び平成１６年度に限

る ）の表。

⑥ 分類資産明細表

⑦ 外部確認（平成１５年度に限る ）の表。

(2) 本件異議申立てについて

本件異議申立ての対象は、本件公文書のうち、不開示とされた下記の①から

⑦についてであると認められる。

（ 、① 各年度検査書の検査の要領の中の○○漁業協同組合の検査立会者 ただし

代表理事組合長及び参事を除く ）の氏名。

② 各年度検査書の総評の一部

③ 各年度検査書の主要指摘事項

④ 平成１３年度検査書のその他の指摘事項の一部、平成１５年度及び平成１
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６年度検査書のその他の指摘事項

⑤ 各年度検査書の自己資本勘定の分析表の金額及び出資口数

総資産の自己査定の正確性の表の金額及び分類の割合

平成１３年度検査書の財務処理基準令等適合状況の表の金額及び基準との

対比

平成１５年度及び平成１６年度検査書の水産業協同組合法施行令等適合状

況の表の金額及び基準との対比

⑥ 各年度検査書の分類資産明細表の相手方の氏名や名称、年度末残高、自己

査定及び検査員（官）査定の内容など

⑦ 平成１５年度検査書の外部確認の相手先別の氏名、組合の帳簿残高など

なお、異議申立人は、意見書の中で「事業管理」だけでも開示してもらいた

いと述べている。

(3) 部分開示決定の理由などについて

当審査会がインカメラ審議を行った結果、異議申立人が意見書の中で述べて

いる「事業管理」に関する部分を区分することは困難であると認められたの

で （2）の①から⑦のすべてについて審査を行うこととした。、

そこで、実施機関が部分開示決定の理由としている条例第７条第１号、第２

号及び第５号の規定の内容を確認するとともに、漁協や都道府県による漁協の

検査の性格について検討し、その上で、次の(4)において、部分開示決定の妥

当性について個別に判断した。

なお、水産業協同組合法は、組合員や組合の債権者に対して決算関係書類の

閲覧などを認めているが、条例が定める開示請求制度は、何人に対しても請求

の目的を問わず、開示請求を認める制度であることから、開示の妥当性を判断

するにあたっては、組合員や組合の債権者以外にも開示される可能性を前提と

せざるを得ない。

① 条例第７条第１号について

条例第７条第１号本文は、開示請求に係る公文書に、個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれが

ある情報（以下「個人情報」という ）が記録されている場合を除き、当該。

公文書を開示しなければならないと規定している。だだし、同条同号ただし
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書は、

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定

されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要で

あると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に

係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務

遂行の内容に係る部分

については、個人情報であっても、開示するものと規定している。

② 条例第７条第２号について

条例第７条第２号本文は、開示請求に係る公文書に、法人その他の団体に

関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている

場合は、次に掲げるものを除き、当該公文書を開示しなければならないと

規定している。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの

であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされてい

るものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に

照らして合理的であると認められるもの

ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが

必要であると認められる情報は、上記に掲げるものであっても、開示するも

のと規定している。

漁協は、水産業協同組合法に基づき設立された団体であるが、公益法人や

営利法人にも属さない中間的な非営利法人である。都道府県は、漁協の適法

かつ健全な運営を確保するため、同法に基づき漁協の業務又は会計の状況を

検査し、違法な事実が発見されたときには、同法第１２４条による必要措置

命令をすることができるほか、漁協に対して検査の結果と助言を与えること

とされており、一般の営利企業と性格を異にすると言える。

しかし、同法は 「この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達、

を促進し （同法第１条 「組合は、その行う事業によってその組合員又、」 ）、

は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする （同法第４条）と規。」
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定し、そのために信用事業や購買事業など一定の収益活動を行っていること

から、一般の営利企業に類似した性格も有していると認められる。

、 、 、本件公文書には 漁協の業務又は会計の状況を検査し その結果に基づき

改善が認められる重要な指摘事項等の情報が記載されているので、これらの

情報を公にすることにより、漁協の競争上の正当な権利利益を害するおそれ

があるかどうかについて検討すべきであると考えた。

③ 条例第７条第５号について

条例第７条第５号は、県の事務又は事業に関する情報であって、公にする

ことにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある場合を除き、開示しなければならないと規定して

いる。

都道府県が行う漁協に対する検査は、漁協の適法かつ健全な運営の確保の

ため、業務又は会計の状況を検査するもので、その権限は、水産業協同組合

法に規定されている。正当な理由なく検査を拒んだ場合には罰則が科せられ

ることになるが、当該検査には、捜査機関による捜索及び差押えのように直

接的・物理的な強制力の行使を伴わないため、検査の実施にあたっては、県

と漁協の間の信頼関係のもと､ 漁協の積極的な協力が不可欠であると認めら

れる。

したがって、仮に、県において、当該検査の結果が公開されることになれ

ば、県と漁協の間の信頼関係が損なわれ、漁協が検査に対して非協力的、消

極的な態度を取るようになることも予想され、その結果、検査事務に支障が

生じるおそれがあることは否めない。

しかしながら、同法が検査の権限を都道府県に付与していることから、漁

協の業務又は会計の状況の検査の結果については、漁協の監督者としての都

道府県に、説明責任もあると考えられる。

当審査会では、検査の内容を公にした場合の検査事務に与える支障と説明

責任の双方について、勘案しながら、検討した。

(4) 前記(2)の①から⑦に係る個別の部分開示決定の妥当性について

（ 、① 各年度検査書の検査の要領の中の○○漁業協同組合の検査立会者 ただし

代表理事組合長及び参事を除く ）の氏名。

これらは、検査に立ち会った当該漁協の理事や監事等の氏名であって、特
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定の個人を識別することができる情報であり、条例第７条第１号本文に該当

する。

また、水産業協同組合法により、漁協の代表権を有する者及び参事の氏名

や住所等については漁協の登記事項とされているが、漁協の代表権を有しな

い理事や監事、その他の役職者の氏名等については登記事項とはされていな

いので、法令等の規定により公にされている情報等にはあたらず、条例第７

条第１号ただし書のいずれにも該当しない。

したがって、検査立会者のうち、代表理事組合長及び参事以外の氏名を不

開示としたことは妥当である。

② 各年度検査書の総評の一部

各年度検査書の総評のうち不開示とされた部分は、各年度の検査の結果明

らかとなった当該漁協の経営状況や財務内容の改善に関する指摘事項であ

り、公にされると、当該漁協の社会的評価に影響を与え、今後の事業活動に

支障を及ぼす場合があると考えられ、当該漁協の競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると認められるので、条例第７条第２号本文アに該

当し、同条同号ただし書に該当しない。

したがって、同条第５号に該当するかを判断するまでもなく、これらにつ

いて不開示としたことは妥当である。

③ 各年度検査書の主要指摘事項

、 、これらのうち 当該漁協の経営状況や財務内容の改善に関する指摘事項は

公にされると、当該漁協の社会的評価に影響を与え、今後の当該漁協の事業

活動に支障を及ぼす場合があると考えられ、当該漁協の競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第７条第２号本文

アに該当し、同条同号ただし書に該当しない。

したがって、同条第１号及び第５号に該当するかどうかを判断するまでも

なく、当該漁協の経営状況や財務内容の改善に関する指摘事項について不開

示としたことは妥当である。

また、当該漁協の財務の事務処理の改善に関する指摘事項のうち、当該漁

協の財務の事務処理の改善を具体的に求める指摘事項は、公にされると、当

該漁協の社会的評価に影響を与え、今後の当該漁協の事業活動に支障を及ぼ

す場合があると考えられ、当該漁協の競争上の地位その他正当な利益を害す
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るおそれがあると認められるので、同条第２号本文アに該当し、同条同号た

だし書に該当しない。

したがって、同条第１号及び第５号に該当するかを判断するまでもなく、

当該漁協の財務の事務処理の改善を具体的に求める指摘事項について不開示

としたことは妥当である。

しかし、この財務の事務処理の改善に関する指摘事項のうち、当該漁協に

限られない一般的なものは、たとえ、公にされても、当該漁協の社会的評価

に影響を与え、今後の当該漁協の事業活動に支障を及ぼす場合があるとは考

えにくく、当該漁協の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

とまでは認められず、また、県と当該漁協の間の信頼関係が損なわれるおそ

れはないとは言えないが、県の説明責任を考えると、検査事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとまでも認められない。

したがって、当該漁協に限られない一般的なものと認められる平成１３年

度の当該漁協の検査書の「第３ 主要指摘事項 １（２ 、２、４」は、同）

条第２号及び第５号に該当しないので、開示すべきである。

④ 平成１３年度検査書のその他の指摘事項の一部、平成１５年度及び平成１

６年度検査書のその他の指摘事項

これらは、検査の結果明らかとなった当該漁協の財務の事務処理の改善を

具体的に求める指摘事項であって、公にされると、当該漁協の社会的評価に

影響を与え、今後の当該漁協の事業活動に支障を及ぼす場合があると考えら

れ、当該漁協の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認め

られるので、条例第７条第２号本文アに該当し、同条同号ただし書に該当し

ない。

したがって、同条第５号に該当するかを判断するまでもなく、これらにつ

いて不開示としたことは妥当である。

⑤ 各年度検査書の自己資本勘定の分析表の金額及び出資口数、総資産の自己

査定の正確性の表の金額及び分類の割合、平成１３年度検査書の財務処理基

準令等適合状況の表の金額及び基準との対比、平成１５年度及び平成１６年

度検査書の水産業協同組合法施行令等適合状況の表の金額及び基準との対比

これらは、当該漁協の財務内容のデータであって、公にされると、当該漁

協の社会的評価に影響を与え、今後の当該漁協の事業活動に支障を及ぼす場
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合があると考えられ、当該漁協の競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあると認められるので、条例第７条第２号本文アに該当し、同条同号

ただし書に該当しない。

したがって、同条第５号に該当するかを判断するまでもなく、これらにつ

いて不開示としたことは妥当である。

⑥ 各年度検査書の分類資産明細表の相手方の氏名や名称、年度末残高、自己

査定及び検査員（官）査定の内容など

これらは、貸付先相手方の個人の氏名や法人その他の団体の名称、個々の

貸付金額、貸付の形態の分類、貸付に対する評価などである。

このうち、貸付先相手方が個人である場合、氏名は、特定の個人を識別す

ることができる情報であり、また、氏名を不開示にしたとしても、そのほか

の部分が公にされると、比較的狭小な地域社会においては、貸付先が推測さ

れる場合があり、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるので、

これらは、同条第１号本文に該当し、同条同号ただし書に該当しない。

また、貸付先相手方が法人その他の団体である場合、これらの情報が公に

されると、当該法人等の社会的評価に影響を与え、今後の事業者の活動に支

障を及ぼす場合があると考えられ、事業者の競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあると認められるので、同条第２号本文アに該当し、同条

同号ただし書に該当しない。

したがって、同条第５号に該当するかどうかを判断するまでもなく、これ

らについて不開示としたことは妥当である。

⑦ 平成１５年度検査書の外部確認の表の相手先別の氏名、組合の帳簿残高な

ど

これらは、当該漁協に貯金をしている個人や当該漁協に対して貸出金を有

する個人のうちの一部の者の氏名と貯金残高金額などの情報である。このう

ち、氏名は、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第７条第

１号本文に該当し、同条同号ただし書に該当しないので、不開示としたこと

は妥当である。

また、氏名を不開示にしたとしても、そのほかの貯金残高金額などの情報

が一部でも公にされると、当該漁協が漁協と貯金者などの間の信頼関係が損

なわれることを懸念し、検査にあたって、当該漁協がこれらのデータを県に
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提出することに協力しないことも考えられ、その結果、検査事務に支障が生

じるおそれがあると認められるので、同条第５号に該当する。

したがって、同条第２号に該当するかどうかを判断するまでもなく、これ

らについて不開示としたことは妥当である。

以上のことから、前記「１ 審査会の結論」のとおり判断する。

７ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、下記のとおりである。

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成17年 4月12日 ・実施機関から諮問書を受理

平成17年 5月 6日 ・実施機関から理由説明書を受理

平成17年 6月13日 ・異議申立人から意見書を受理

平成18年 2月23日 ・審査会（審査）

平成18年 3月15日 ・審査会（審査）

平成18年 5月12日 ・審査会（審査）

平成18年 6月 9日 ・審査会（審査）

平成18年10月 4日 ・答申
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長崎県情報公開審査会委員名簿

氏名 役職 備考

生 野 正 剛 長崎大学環境科学部教授 会長

伊 佐 智 子 長崎純心大学人文学部現代福祉学科
講師

梅 本 國 和 弁護士 会長職務代理者

高 橋 チヨノ 長崎県新生活運動協議会主幹

峠 憲 治 長崎新聞社情報メディア室長兼論説

委員


